
監査の種別  地方自治法第 199 条第７項の規定による監査 

監査の対象  施 設 名 称 :  田園児童館及び田園学童クラブ 
     武蔵野台児童館及び武蔵野台学童クラブ 

                    熊川児童館及び熊川学童クラブ 
        指定管理者の名称： 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

 所 管 部 課： 子ども家庭部子ども育成課 
監査の範囲  平成 25 年度に執行された、学童クラブ事業指定管理委託、児童館等施設指定管理 
             委託に関する事業について 
実 施 期 間  平成 27 年４月 13日から平成 27 年５月 20日まで 

監 査 委 員  田村 桂一 ・ 杉山 行男 

指摘事項 改善措置等 

 
（1）事業報告について 
 基本協定書第 25 条の「事業報告書」につい
て、指定管理者は月例報告については、当該月
終了後 15 日までに、事業の実施状況、施設の
点検、修繕等の維持管理業務に関する報告書を
市に提出し、承認を得なければならないと定め
ている。しかし、施設の点検、修繕等の維持管
理業務に関しては、月に 1 回行われている市と
の連絡調整会議で口頭による報告のみで書面
での報告がされていなかった。 

所管部課は、施設の維持管理業務に関する報
告を口頭で受けるだけでなく、書面による報告
を求め、維持管理が適正に行われているか確認
されたい。 

 

 

毎月、修繕箇所の一覧表を作成して市に報告し

承認を得ることで、維持管理が適正に行われて

いるかの確認をするよう改善した。 

 
（2）備品の管理について 
 基本協定書第 22 条で定める市から貸与され
ている備品の管理については、年に１回備品台
帳と貸与備品との照合を行い適正に管理され
ていた。また、協定書第 23 条で定める指定管
理者が独自に購入した備品についても、別に備
品台帳を作成し適正に管理されていた。しか
し、市からの貸与備品と指定管理者が購入した
備品が一体となって管理されているため、指定
管理者が購入した備品については、視覚的に判
断ができるようシール等を貼り適正に管理さ
れたい。 

 

 

指定管理者が購入した備品の台帳を作成す

るとともに、購入した備品にシールを添付して

管理を行うよう改善した。 

 
（3）施設管理（保守業務）の第三者による実
施について 
 基本協定書第 14 条では、指定管理者は管理
業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に
市に承諾を求めるものと定めているが、市への
承諾手続きが行われず、契約後に報告されてい
た。また、施設の清掃等、設備の保守業務委託
の事業者の選定方法、契約金額の妥当性につい
て検証されていなかった。 
 所管部課は、事前承諾の手続きを徹底すると
ともに、委託事業者の選定方法、契約金額の妥
当性について検証されたい。 
 

 

平成 28 年度から、指定管理者が管理業務の

一部を第三者に委託する場合、契約先の承認申

請を市に対して行い、承認後に契約を行うよう

指導した。 
また、契約金額の妥当性を検証するため、事

業者の選定方法の基準を作成することとした。 



 
（4）モニタリング（アンケート）について 
 基本協定書第 26 条第６項では、「指定管理者
は、利用ニーズを的確に把握し、サービスの向
上に努めるため、年１回、利用者の満足度調査
等を実施し、市に対しその結果を速やかに報告
しなければならない。」と定めている。指定管
理者は平成 26 年 2 月にアンケート調査を行い
結果を報告しているが、各児童館とも有効回答
数が 30 件余りでカバー率が低い状況となって
いる。また、モニタリングの評価項目について
標準様式を用いているが、児童館の特徴、性格
に合った評価項目の追加が必要であると考え
る。 

指定管理者、所管部課は、アンケート方法、
評価項目等の検討を行い、実効性のあるモニタ
リングを実施されたい。また、市民サービス向
上の視点からＰＤＣＡサイクルとなるよう評
価、改善に努め、問題点や課題に対し積極的な
意見・提案を出されたい。 
 

 

平成27年度に実施するアンケート調査から、

回答件数を増やすために、地域住民や子どもに

対するアンケートを行うなど、アンケートの取

り方を検討して実施することとした。 

また児童館の特徴に沿った質問事項をアン

ケートに取り入れ、市民サービスの向上に努め

ていく。 

モニタリングの評価項目については、児童館

の特徴に合った評価ができるよう、評価項目の

検討をする。 

 
（5）児童館の利用人数について 

児童館の利用者数は減少傾向にある。平成 25
年度の利用者の合計数を 20 年度と比較すると
約 2 万人、21％減少している。利用者の減少は、
児童人口の減少、ふっさっ子広場事業の開設の
影響があるものと考えられるが、今後は、一人
でも多くの市民に利用してもらえるよう、利用
者ニーズを反映したサービスの提供を行うよ
う指導されたい。 
 

 

平成 28 年度事業計画において、利用者の増

加を図るため、事業の充実を行ない、利用者ニ

ーズを反映できるよう、事業者に指導した。 

 


